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公益財団法人にいがた産業創造機構 

新潟県事業引継ぎ支援センター 統括責任者 

募 集 案 内 
 

平成 30 年５月 28 日 

 

 

 
  公益財団法人にいがた産業創造機構（ＮＩＣＯ）では、専門的な知識・ノウハウを活用し

て、県内中小企業の支援をする新潟県事業引継ぎ支援センターの統括責任者を募集します。 

 

☆ 受付期間     ５月２８日（月）～ ６月５日（火） 

☆ 書類選考     ６月 ６日（水）予定 

☆ 面接選考     ６月１２日（火）予定 

☆ 採用       ７月 １日（日） ※勤務は７月２日（月）から 

 

１ 採用職種・予定人数等 

採用職種 
採用 

人数 
職務内容 

新潟県事業引継ぎ 

支援センター 

統括責任者 

１人 

新潟県事業引継ぎ支援センターにおいて支援業務、および業務の

統括を行います。 

 

新潟県事業引継ぎ支援センターは、後継者不在などで事業の引継

ぎを検討する中小企業・小規模事業者等に対して、課題の解決に

向けた助言、情報提供及びマッチング支援等、国の施策を実施す

るため(公財)にいがた産業創造機構に設置されました。 

 

２ 応募資格 

   （1）資格要件 次のすべてに該当する方 

ア 中小企業の事業承継に関する専門知識、実務経験を豊富に有する方 

イ 中小企業の事業承継に関する支援能力、およびセンター業務の統括力を有する方 

ウ 普通自動車運転免許を保有する方 

 

   （2）次のいずれかに該当する方は応募できません。 

    ・日本の国籍を有しない人 

    ・破産者 

    ・成年被後見人又は被保佐人（準禁治産者を含む。） 

    ・禁錮刑以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることが 

     なくなるまでの人 
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    ・企業等や国・地方自治体等において懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から 

     ２年を経過しない人 

    ・日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴 

    力で破壊することを主張する政党その他団体を結成し、又はこれに加入した人 

 

３ 選考の方法 

  

４ 試験日時及び試験場 

 

５ 合格から採用まで 

   最終合格者は平成 30 年６月 15 日（金）頃までに決定し、平成 30 年７月１日（日）付け

で採用します。勤務は平成 30 年７月２日（月）からとなります。 

   前職の都合により７月２日（月）から勤務できない場合は、相談の上、勤務開始日を決

定します。 

 

６ 勤務内容・条件 

役職 新潟県事業引継ぎ支援センター（統括責任者） 

身分 公益財団法人にいがた産業創造機構 特定職務者（任期付専門職員） 

就業場所 新潟市中央区万代島５番１号 万代島ビル 

雇用 

期間 

平成 30 年７月１日から平成 31 年３月 31 日まで 

※更新の可能性あり。更新は、業務量・進捗状況、予算確保の状況、業務成績・能力など

を総合的に判断して決定します。 

報酬 
年俸７００万円程度（前職・経験等を勘案して決定します。） 

※12 等分した額を毎月 21 日に振込 ※賞与、昇給及び退職金なし 

諸手当 通勤手当支給 ※その他の手当は支給しません。 

勤務 

時間 

午前９時から午後５時 30 分まで（午後０時１５分から午後１時までは休憩） 

※就業規程の改正により若干の変更があり得る。 

休日 土・日曜日、祝日及び年末年始（12 月 29 日から１月３日まで） 

福利厚生 健康保険、厚生年金保険（厚生年金基金を除く）、雇用保険及び労災保険加入 

区分 内容 

書類選考 
履歴書及び職務経歴書記載の内容（応募理由・ＰＲしたいことを含む。）につい

て、書類選考を行います。 

面接選考 
書類選考合格者に対し、個別面接方式で、意欲、資格及び経験、知識などに

ついて幹部による面接選考を行います。 

区分 日時 会場 

書 類 

選 考 

平成 30 年６月６日（水）頃までに選考を 

行い、結果を御連絡します。 

 

 

面 接 

選 考 

平成 30 年６月 12 日（火）（予定） 

※日時等詳細は書類選考の結果と併せて 

御連絡します。 

公益財団法人にいがた産業創造機構 

（新潟市中央区万代島 5-1 万代島ビル 11 階） 
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７ 個人情報の取扱いについて 

   応募及び選考で得られた個人情報は、選考及び採用を目的としてのみ使用し、個人情報

保護法ほか関係法令を遵守するとともに、プライバシポリシーに基づき適正に取り扱いま

す。 

 

８ 応募手続 

受 験 

申込先 

公益財団法人にいがた産業創造機構（ＮＩＣＯ） 

  企画・総務グループ 総務チーム 職員採用担当 

〒950-0078 新潟市中央区万代島５番１号 万代島ビル９階 

受 験 

申 込 

方 法 

●以下の書類を上記申込先に持参又は郵送してください。  

・履歴書（様式任意・市販のもので可） 

・職務経歴書（様式は自由ですが、応募資格の応募要件に関する実務経験等が

分かるように記入してください。また、応募理由やＰＲしたい

ことも記入の上、署名・押印してください。） 

●電子メールでの受付は行いません。 

●履歴書には、写真（６か月以内に撮影したもの）を貼付してください。 

●郵送する場合は、封筒の表に「職員応募」と朱書してください。 

受付期間 

及び 

受付時間 

受付期間 ・平成 30 年５月 28 日（月）から平成 30 年６月５日（火）まで 

    （６月５日まで必着とします。受付期間経過後の申込みは、受け付けません。） 

受付時間 ・午前９時から午後５時 30 分まで 

     （ただし、土曜日、日曜日及び祝日を除きます。） 

 

９ この募集についての問い合わせ先 

  公益財団法人にいがた産業創造機構 総務チーム 職員採用担当 

〒950-0078 新潟市中央区万代島５番１号万代島ビル９Ｆ 

TEL：025-246-0089 FAX：025-246-0030 
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＜新潟県事業引継ぎ支援センター 概要＞ 

 後継者不在などで、事業の存続に悩みを抱える中小企業・小規模事業者の方の相談に対応するた

め、「産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法」 に基づいて公益財団法人にいがた

産業創造機構を主体として設置されている公的機関です。 

 後継者不在などで事業の引継ぎを検討する中小企業・小規模事業者とその経営資源を引き継ぐ意

欲の ある中小企業・小規模事業者等に対して、事業引継ぎに係る課題の解決に向けた適切な助言、

情報提供及びマッチング支援等を行います。 

詳細はホームページをご覧ください。（http://www.nico.or.jp/hikitsugi/） 

＜公益財団法人にいがた産業創造機構 概要＞ 

 ●設立等  昭和 46 年４月 財団法人新潟県中小企業振興公社として設立 

       平成 15 年４月 財団法人にいがた産業創造機構に改称 

       平成 25 年４月 公益財団法人にいがた産業創造機構に移行 

 ●所在地  新潟市中央区万代島５番１号 万代島ビル 

 ●事業内容 中小企業者の経営にかかる相談・助言など 

 ●基本財産 258,971,750 円（平成 30 年５月 28 日現在） 

 ●従業員数 104 名    （平成 30 年５月 28 日現在） 

※詳細は http://www.nico.or.jp/をご覧ください。 


